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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ホイールサスペンション装置と接続された車輪
を個別に駆動し、および車輪において少なくともプラス
／マイナス９０度のステアリングアングルを実現するホ
イールサスペンション装置を提供する。
【解決手段】車両の車輪（２）用のホイールサスペンシ
ョン装置（１）は、ホイールキャリア（３）と、トラン
スバースリンク（４）と、円弧状のガイド軌道（５）と
、車輪駆動軸と、を備える。トランスバースリンク（４
）は、ホイールキャリア（３）とジョイント接続され、
移動可能な状態でガイド軌道（５）と接続され、および
ガイド軌道は、少なくとも１つのシャーシ接続部を備え
る。ホイールサスペンション装置（１）は、車輪（２）
を駆動する電気機械（７）を備える。電気機械（７）は
、車輪駆動軸と接続された出力部を備える。電気機械（
７）はシャーシ側で支持されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の車輪（２）用のホイールサスペンション装置（１）であって、ホイールキャリア
（３）と、トランスバースリンク（４）と、円弧状のガイド軌道（５）と、車輪駆動軸と
、を備え、前記トランスバースリンク（４）は、前記ホイールキャリア（３）とジョイン
ト結合され、移動可能な状態で前記ガイド軌道（５）と結合され、および前記ガイド軌道
（５）は、少なくとも１つのシャーシ結合部（６）を備えるホールサスペンション装置（
１）において、該ホイールサスペンション装置（１）は、前記車輪（２）を駆動する電気
機械（７）を備え、該電気機械（７）は、前記車輪駆動軸と接続された出力部を備え、お
よびシャーシ側で支持されていることを特徴とするホイールサスペンション装置（１）。
【請求項２】
　前記電気機械（７）は、旋回軌道（９）に沿って旋回可能であることを特徴とする、請
求項１に記載のホイールサスペンション装置（１）。
【請求項３】
　前記電気機械（７）は、前記トランスバースリンク（４）に支持されていることを特徴
とする、請求項１または２に記載のホイールサスペンション装置（１）。
【請求項４】
　前記電気機械（７）は、前記トランスバースリンク（４）に一体化されていることを特
徴とする、請求項１または２に記載のホイールサスペンション装置（１）。
【請求項５】
　前記電気機械（７）は、更なる円弧状のガイド軌道に移動可能な状態で支持され、該ガ
イド軌道は、前記円弧状のガイド軌道（５）に対して平行に配置されていることを特徴と
する、請求項１または２に記載のホイールサスペンション装置（１）。
【請求項６】
　ホイールサスペンション装置（１）は変速装置段を備え、および電気機械（７）は、該
電気機械（７）の出力部により、前記変速装置段と接続され、該変速装置段は、車輪駆動
軸と接続されていることを特徴とする、請求項１～５の何れか一項に記載のホイールサス
ペンション装置（１）。
【請求項７】
　前記変速装置段が、ホイールキャリア側で支持されていることを特徴とする、請求項６
に記載のホイールサスペンション装置（１）。
【請求項８】
　前記電気機械（７）の前記出力部は、シャーシ側で支持された変速装置前段と接続され
、該変速装置前段は、中間要素により前記変速装置段と接続されていることを特徴とする
、請求項７に記載のホイールサスペンション装置（１）。
【請求項９】
　電気機械（７）の出力部、および／または変速装置段の出力部は、車輪駆動軸と同じ面
に配置されていることを特徴とする、請求項１～８の何れか一項に記載のホイールサスペ
ンション装置（１）。
【請求項１０】
　車輪毎に個別の駆動部を備える車両であって、該車両は、請求項１～９の何れか一項に
記載の、少なくとも１つのホイールサスペンション装置（１）を備え、該少なくとも１つ
のホイールサスペンション装置（１）は、前記少なくとも１つのホイールサスペンション
装置（１）の車輪駆動軸により、車両の駆動輪と接続されていることを特徴とする車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念に記載の特徴を備えた、車両の車輪用のホイールサスペ
ンション装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来のフロントアクスルにおいて、例えばダブルウィッシュボーン式形態またはマクフ
ァーソン式形態の場合、フロントアクスルの車輪は、トランスバースリンクにより導かれ
る。下部のトランスバースリンクは、シャーシに支持され、および車両の走行時に発生す
る前後力および横力を引き受ける。車両をカーブへと操縦する際には、ステアリングアン
グルが発生する。ステアリングアングルは、軸装置の構造上の理由から、通常は例えば５
０度である、最大角度までに限定される。
【０００３】
　まだ公開されていないドイツ特許出願公開第102014225599.6号明細書は、トランスバー
スリンク装置を開示する。このトランスバースリンク装置により、トランスバースリンク
装置と接続された車輪において、少なくとも９０度のステアリングアングルを調整可能で
ある。この場合トランスバースリンクは、摺動可能な状態で、円弧状のガイド軌道上に支
持され、および旋回軸を中心に旋回可能である。旋回軸は、ガイド軌道を通って拡がる面
に対して垂直である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ドイツ特許出願公開第102014225599.6号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術を鑑み、本発明の根幹となる課題は、ホイールサスペンション装置と接続され
た車輪を個別に駆動し、および車輪において少なくともプラス／マイナス９０度のステア
リングアングルを実現するホイールサスペンション装置を提供することである。このステ
アリングアングルは、車輪つまりリムを含むタイヤが、トランスバースリンクと衝突を引
き起こすことなく達成されるべきものであり、従って車両の操縦性能が著しく向上する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上述の課題を鑑み、請求項１に記載の特徴を有する車両の車輪用のホイール
サスペンション装置を提供する。更なる好適な実施形態および発展形態は，従属請求項よ
り明らかとなる。
【０００７】
　車両の車輪用のホイールサスペンション装置は、ホイールキャリアと、トランスバース
リンクと、円弧状のガイド軌道と、車輪駆動軸と、を備える。トランスバースリンクは、
ホイールキャリアとジョイント接続され、移動可能な状態でガイド軌道と接続され、およ
びガイド軌道は、少なくとも１つのシャーシ接続部を備える。ホイールサスペンション装
置は、車輪を駆動する電気機械を備える。電気機械は、車輪駆動軸と接続された出力部を
備え、シャーシ側で支持されている。車両は、好適には乗用車であるが、代替的にトラッ
クまたは商用車等の陸上車両とすることが可能である。
【０００８】
　ホイールキャリアは、車体側端部および走行路側端部を備える。ホイールサスペンショ
ン装置が車両で使用されると、ホイールキャリアの車体側端部は、車体へと向き、および
例えばスプリングと接続されることが可能であり、および車体に結合される。ホイールキ
ャリアの走行路側端部は、車体側端部と反対側の、ホイールキャリアの端部である。ホイ
ールサスペンション装置が車両で使用されると、走行路側端部は、走行路へと向く。さら
にホイールキャリアは、材料の存在しない貫通開口を備える。例えば車輪用の駆動軸を、
この貫通開口を通って導くことが可能である。
【０００９】
　トランスバースリンクは、ホイールキャリアとジョイント接続されている。ジョイント
は、ホイールキャリアの走行路側端部で、ホイールキャリアと接続され、およびトランス
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バースリンクの走行路へと向いた側で、トランスバースリンクと接続されている。ジョイ
ントは、例えばスイベルジョイント、ボールジョイント、球形頭部または滑り軸受とする
ことができる。好適には、トランスバースリンクは分解不能な三角型トランスバースリン
クとして形成され、および例えば２本のトランスバースリンク支柱を備える。トランスバ
ースリンクは、トランスバースリンクのガイド軌道へとむいた側であり、従ってホイール
キャリアと反対側に、少なくとも１つの軸受を備える。この軸受により、トランスバース
リンクがガイド軌道に沿って移動可能である。この軸受は、例えば滑り軸受、ころ軸受ま
たは玉軸受等の、少なくとも１つの軸受とすることが可能である。好適には各トランスバ
ースリンク支柱が、トランスバースリンク支柱のガイド軌道側端部に、この種の軸受を備
える。
【００１０】
　ガイド軌道は、円弧状、好適には弓形で形成されている。ガイド軌道の長さは、ホイー
ルサスペンション装置が車両で使用される際にホイールキャリアと接続される車輪におい
て、調節可能とすべき最大のステアリングアングルに従う。ガイド軌道が長めに形成され
ると、トランスバースリンクはガイド軌道に沿って、ガイド軌道が短い場合よりも更に方
向をそれることが可能である。ガイド軌道は、好適には環状の断面を備えるが、それに対
して代替的に、楕円形、多角形、矩形、または他の適した形状の断面を備えることが可能
である。さらにガイド軌道は、少なくとも１つのシャーシ接続部を備える。ホイールサス
ペンション装置が車両で使用されると、ガイド軌道はこのシャーシ接続部により、車両シ
ャーシに支持されることが可能である。従ってトランスバースリンクは、ガイド軌道を介
してシャーシに支持されることが可能である。
【００１１】
　ホイールサスペンション装置は、車輪駆動軸を備える。ホイールサスペンション装置が
車両で使用されると、この車輪駆動軸は、車両の車輪を駆動する役割を果たす。ホイール
サスペンション装置が車両で使用される際にホイールキャリアと接続される車輪において
、例えば９０度の大きなステアリングアングルを調整するために、トランスバースリンク
が、ガイド軌道に沿って方向をそれる。従ってトランスバースリンクは、ガイド軌道に沿
って必要とされる位置まで摺動する。つまり、車輪において調整されるステアリングアン
グルが大きいほど、トランスバースリンクは、直進走行および構成位置ならびに小さいス
テアリングアングルの実現に対応可能である、トランスバースリンクの初期位置から、更
に遠くへ離れることになる。従ってトランスバースリンクは、連続して方向をそれること
が可能である。トランスバースリンクはその初期位置において、好適にはガイド軌道の中
央にある。
【００１２】
　ホイールサスペンション装置は、車輪を駆動する電気機械を備える。電気機械は、車輪
駆動軸と接続された出力部を備える。電気機械は、内部ロータまたは外部ロータとして形
成可能である。電気機械は、好適には電気モータとして作動されるが、回生目的のために
発電機としても作動可能である。ホイールサスペンション装置が車両で使用されると、電
気機械は、ホイールサスペンション装置と接続された車輪を、車両駆動軸と接続された電
気機械の出力部を介して、直に駆動可能である。従って電気機械は、ホイールサスペンシ
ョン装置が車両で使用される際に、ホイールキャリアおよび従って車輪に対して、僅かの
間隔を有して配置されるが、車輪近傍には配置されていない。車輪近傍に配置されるとは
、電気機械が、例えば車輪近傍に、またはホイールキャリアに直に配置されることを意味
する。電気機械の出力部と車輪駆動軸の間の接続は、直接的、つまり中間要素なしとする
ことが可能であり、または１つまたは複数の中間要素を介して接続可能である。この場合
中間要素は、一方では電気機械の出力部と、および他方では車輪駆動軸と、作動接続され
ている。中間要素は、例えば更なる軸、側軸、変速装置段、変速装置前段またはクラッチ
とすることが可能である。
【００１３】
　電気機械は、シャーシ側で支持されている。つまり、ホイールサスペンション装置が車
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両で使用されると、電気機械は軸受により、車両シャーシと接続されることが可能である
。さらに電気機械は、車両において例えば９０度より大きなステアリングアングルが調整
されると、電気機械が、この車輪をブロックしない、またはこのステアリングアングルの
調整を妨げないよう配置されている。換言すると電気機械は、車輪に対して障害とならな
い。電気機械をシャーシ側で支持することにより、ばね下重量が、電気機械を車輪近傍に
配置する場合のばね下重量と比較して低減される。従って、ホイールサスペンション装置
が車両で使用される際にホイールサスペンション装置と接続される車輪において、少なく
ともプラス／マイナス９０度のステアリングアングルを調整可能であり、および車輪は個
別に、および直に駆動可能である。
【００１４】
　実施形態に従い、電気機械は、旋回軌道に沿って旋回可能である。この場合旋回軌道は
、それに沿って電気機械が旋回運動する幾何的な軌道である。旋回軌道は幾何的な軸であ
って、その軸の形状は、円弧状のガイド軌道の円弧とすることが可能である。旋回軌道は
、旋回軸に対して垂直をなし、この旋回軸を中心に旋回運動が実行される。この場合旋回
軸は、好適には長手方向に、ホイールキャリア、およびホイールキャリアと接続されたジ
ョイントを通って走る。このジョイントにより、トランスバースリンクはホイールキャリ
アと接続されている。好適には電気機械は、トランスバースリンクがガイド軌道に沿って
実行する旋回運動と、同じ旋回運動を行なう。つまり電気機械は、トランスバースリンク
がトランスバースリンクの初期位置から移動するのと同じ弓型だけ、電気機械の初期位置
から移動する。電気機械の初期位置は、好適には旋回軌道の中央にある。代替的に、電気
機械はトランスバースリンクよりも小さい、または大きい旋回運動を実行可能である。
【００１５】
　電気機械が旋回軸に沿って旋回することにより、ホイールサスペンション装置が車両で
使用される際にホイールサスペンション装置と接続される車輪において、ステアリングア
ングルを実現するために、車輪駆動軸と、車輪駆動軸と接続された電気機械の出力部また
は車輪駆動軸と接続された中間要素の間に、撓み角度が生じる。この場合の撓み角度は、
電気機械を車輪近傍に配置した場合よりも小さい。
【００１６】
　更なる実施形態に従い、電気機械はトランスバースリンクに支持されている。電気機械
はトランスバースリンクと接続され、例えばトランスバースリンクの上に配置されている
。この場合電気機械およびトランスバースリンクは、２つの異なる構成要素である。電気
機械をトランスバースリンクで支持することにより、電気機械およびトランスバースリン
クが同一の旋回運動を行なう。従って電気機械は、トランスバースリンクと共にガイド軌
道に沿って摺動する。電気機械の旋回軌道は、それに沿ってトランスバースリンクが移動
するガイド軌道に対応する。ホイールサスペンション装置が車両で使用されると、ホイー
ルサスペンション装置と接続される車輪においてステアリングアングルが調整され、この
ステアリングアングルにより、トランスバースリンクが方向をそらすことが必要となると
、トランスバースリンクは電気機械と共に、車輪を回避する。そのため車輪は、トランス
バースリンクおよび／または電気機械と衝突しない。これにより、撓み角度が許容範囲内
に留まる。
【００１７】
　更なる実施形態に従い、電気機械はトランスバースリンクに一体化されている。電気機
械はトランスバースリンクの内部に配置され、およびトランスバースリンクに支持されて
いる。トランスバースリンクおよび電気機械は、一体化した構成要素として形成可能であ
る。例えば電気機械は、三角型トランスバースリンクとして形成されたトランスバースリ
ンクの、両トランスバースリンク支柱の間に、トランスバースリンク支柱自体と同一の面
に配置されることが可能である。電気機械をトランスバースリンクに一体化することによ
り、構造スペースを節約可能である。さらに電気機械は、このように一体化されることに
より、トランスバースリンクと同一の旋回運動を行なう。電気機械およびトランスバース
リンクは、共にシャーシ側で支持され、およびガイド軌道に沿って移動可能である。この
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場合の旋回軌道は、それに沿ってトランスバースリンクが移動するガイド軌道に対応する
。
【００１８】
　更なる実施形態に従い電気機械は、移動可能な状態で、更なる円弧状のガイド軌道に支
持される。ガイド軌道は、円弧状のガイド軌道に対して平行に配置されている。この更な
るガイド軌道は、ガイド軌道と同じ形状で形成可能である。これに対して代替的に、更な
るガイド軌道は、円弧状のガイド軌道よりも、長いまたは短い円弧を備えることが可能で
ある。これに対して追加的または代替的に、更なるガイド軌道は、円弧状のガイド軌道よ
りも、小さいまたは大きい半径を備えることが可能である。更なるガイド軌道は、ガイド
軌道に対して間隔をおいて配置されている。好適には更なるガイド軌道は、ホイールキャ
リアの車体側端部の方向へ、ガイド軌道に対してオフセット配置されている。電気機械は
、電気機械の初期位置において、好適には更なるガイド軌道の中央に配置されるが、これ
に対して代替的に、更なるガイド軌道の中央の外側にも配置可能である。
【００１９】
　電気機械は、少なくとも１つの軸受により、移動可能な状態で、更なる円弧状のガイド
軌道と接続されている。この軸受は、例えば滑り軸受、ころ軸受または玉軸受として形成
可能である。更なるガイド軌道は、少なくとも１つのシャーシ接続部を備える。ホイール
サスペンション装置が車両で使用される際に、更なるガイド軌道は、シャーシ接続部によ
り車両シャーシと接続されることが可能である。従って電気機械は、更なるガイド軌道を
介してシャーシ側で支持される。ホイールサスペンション装置が車両で使用される際にホ
イールキャリアと接続される車輪において、ステアリングアングルが調整され、このステ
アリングアングルにより、トランスバースリンクが、ガイド軌道に沿って例えば９０度方
向をそれることが必要になる。そうすると電気機械は、更なるガイド軌道の円弧に対応す
る旋回軌道に沿って方向をそれ、および更なるガイド軌道に沿って摺動する。電気機械に
おいては、方向がそれた結果として規定される角度を、電気機械の初期位置から調整する
ことが可能である。例えばこの角度は、トランスバースリンクにおいて、トランスバース
リングの初期位置との比較で調整される角度と同一形状とすることが可能である。当然な
がら、これらの角度を互いに異なるものとすることも可能である。電気機械が更なるガイ
ド軌道で支持されることにより、ばね下重量は、電気機械が車輪近傍に配置される場合よ
りも低減される。
【００２０】
　更なる実施形態に従い、ホイールサスペンション装置は変速装置段を備え、および電気
機械は、電気機械の出力部により変速装置段と接続されている。変速装置段は、車輪駆動
軸と接続されている。変速装置段は、遊星歯車式変速装置、平歯車式変速装置、傘歯車式
変速装置、または他の適切な変速装置として形成可能である。電気機械の出力部が変速装
置段と接続されているため、トルクを直に変速装置段へと導くことが可能である。トルク
は、変速装置段を介する変速比に従って、その変速装置出力部を介して変速装置段と接続
された車輪駆動軸へと更に導かれる。従って変速装置段は、電気機械の出力部と車輪駆動
軸の間の中間要素である。当然ながら、電気機械の出力部は、例えば側軸である軸により
変速装置段と接続されることが可能であり、および／または変速装置段は、追加的な軸に
より車輪駆動軸と接続されることが可能である。
【００２１】
　更なる実施形態に従い、変速装置段はホイールキャリア側で支持されている。つまり、
電気機械および変速装置段は互いに分離されている。変速装置段は、ホイールキャリア側
でホイールキャリアに支持されており、従って車輪近傍に配置されている。電気機械はシ
ャーシ側で支持されている。これにより、ホイールサスペンション装置のばね下重量は、
電気機械および変速装置段が車輪近傍に配置される場合よりも低減される。
【００２２】
　更なる実施形態に従い、電気機械の出力部は、シャーシ側で支持された変速装置前段と
接続されている。変速装置前段は、中間要素により変速装置段と接続されている。さらに
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変速装置段は、ホイールキャリア側で支持されており、従って車輪近傍に配置されている
。変速装置前段は、シャーシ側で支持され、および直に電気機械の出力部と接続されてい
る。変速装置前段は、遊星歯車式変速装置、平歯車式変速装置、傘歯車式変速装置、また
は他の適切な変速装置として形成可能である。変速装置前段は、中間要素により変速装置
段と接続されている。好適には、この中間要素は側軸である。ホイールサスペンション装
置が車両で使用されると、変速装置前段は、例えばガイド軌道または更なるガイド軌道を
介して、車両シャーシと接続される。これにより、ホイールサスペンション装置のばね下
重量は、変速装置段および変速装置前段を全体的にホイールキャリア側で支持する場合と
比較して僅かに上昇する。しかしながら中間要素において発生するトルクは、電気機械の
出力部を変速装置段と接続する軸において発生するトルクよりも少ない。
【００２３】
　更なる実施形態に従い、電気機械の出力部、および／または変速装置段の出力部は、車
輪駆動軸と同じ面に配置されている。例えば変速装置出力部は、車輪駆動軸と同一の垂直
面、または殆ど同一の垂直面の構成位置に配置されている。これに対して代替的または追
加的に、電気機械の出力部は、車輪駆動軸と同一の垂直面、または殆ど同一の垂直面の構
成位置に配置されている。車両で使用されたホイールサスペンション装置がスプリングに
よって伸縮すると、ホイールキャリアの伸縮により、車両シャーシに対して生じる撓み角
度は、合計すると容認可能な範囲に留まる。
【００２４】
　車輪毎に個別の駆動部を備える車両は、既述の、少なくとも１つのホイールサスペンシ
ョン装置を備える。少なくとも１つのホイールサスペンション装置は、ホイールサスペン
ション装置の車輪駆動軸により、車両の駆動輪と接続されている。当然ながら、車両の各
車輪が、この種のホイールサスペンション装置を備えることが可能である。例えば、車両
において駆動される車軸の車輪のみが、この種のホイールサスペンション装置を備えるこ
とが可能である。
【００２５】
　以下に詳説する図面を参考に、本発明の実施形態およびその詳細について詳述する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施形態によるホイールサスペンション装置が直進位置にある場合の概略図であ
る。
【図２】図１の実施形態によるホイールサスペンション装置が、９０度のステアリングア
ングルを有した場合の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１は、実施形態によるホイールサスペンション装置が直進位置にある場合の概略図で
ある。ホイールサスペンション装置１は、ホイールキャリア３、トランスバースリンク４
、円弧状のガイド軌道５、電気機械７、図１では認識不能な車輪駆動軸、およびシャフト
１１を備える。さらに、車輪２はリム８を備えて構成される。車輪２は、ホイールキャリ
ア３、および図１では認識不能な車輪駆動軸と接続されている。ホイールキャリア３は、
車体側端部１６、この車体側端部１６と反対側の端部、および貫通開口１５を備える。車
体側端部１６と反対側の端部には、スイベルジョイント１３が配置されている。この場合
貫通開口１５は、ホイールキャリア３において材料の存在しない領域である。車体側端部
１６は、ホイールキャリア３を第１サイドに対して限定する。ホイールサスペンション装
置１が車両で使用されると、例えばホイールキャリア３の車体側端部１６にスプリングが
配置され、およびスプリングはホイールキャリア３と作動接続可能である。ホイールキャ
リア３は、その車体側端部１６を介して、車体と接続可能である。ホイールキャリア３は
、その車体側端部１６と反対側の端部にスイベルジョイント１３を備える。スイベルジョ
イント１３は、ホイールキャリア３と作動接続されている。スイベルジョイント１３は、
例えば球形頭部として形成可能である。スイベルジョイント１３は旋回軸１２を画定する
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。トランスバースリンク４は、この旋回軸１２を中心に旋回可能である。従って、ホイー
ルキャリア３およびホイールキャリア３と接続された車輪２は、この旋回軸１２を中心に
旋回可能である。
【００２８】
　トランスバースリンク４は、三角型トランスバースリンクの態様で形成されている。ト
ランスバースリンク４は、スイベルジョイント１３によりホイールキャリア３と作動接続
されている。従ってトランスバースリンク４は、ホイールキャリア側端部、およびシャー
シ側端部を備える。トランスバースリンク４のホイールキャリア側端部は、スイベルジョ
イント１３により画定されている。トランスバースリンク４のシャーシ側端部は、２つの
滑り軸受１４により画定されている。これらの両滑り軸受１４は、同一形状で形成され、
およびトランスバースリンク４を限定する。トランスバースリンク４は、これらの滑り軸
受１４により円弧状のガイド軌道５と作動接続され、この滑り軸受１４によりこの円弧状
のガイド軌道５に沿って摺動可能である。つまりトランスバースリンク４は、図１のトラ
ンスバースリンク４の初期位置から、旋回軸１２を中心に、左右双方に移動可能である。
【００２９】
　ガイド軌道５は、円弧状に形成されている。この弧形は円弧に対応し、円弧の中心点は
旋回軸１２により画定されている。ガイド軌道５は、２つのシャーシ接続部６を備える。
シャーシ接続部６は、ガイド軌道５を第１サイドおよび第２サイドに対して限定する。ホ
イールサスペンション装置１が車両で使用される際に、ガイド軌道５は、ガイド軌道５の
シャーシ接続部６により車両シャーシと接続されることが可能である。従ってガイド軌道
５、およびガイド軌道５と接続されたトランスバースリンク４の双方が、車両シャーシに
支持されている。
【００３０】
　電気機械７は、トランスバースリンク４と接続され、およびトランスバースリンク４の
上に配置されている。従って電気機械７は、ガイド軌道５に沿って、トランスバースリン
ク４と共に摺動可能である。従って電気機械７は、旋回軌道９に沿って移動する。旋回軌
道９は、ガイド軌道５の弧形により画定されている。電気機械７とトランスバースリンク
４が接続されているため、電気機械７とトランスバースリンク４の双方が、シャーシ側で
支持されている。さらに電気機械７は、図１では認識不能な電気機械７の出力部がシャフ
ト１１と接続されるよう、配置されている。電気機械７の出力部およびシャフト１１は１
つの面に位置し、および図１の直進位置および初期位置において、車輪の回転軸１０上に
配置されている。この場合シャフト１１は、側軸である。シャフト１１は、シャフト１１
がホイールキャリア３の貫通開口１５内で終端し、およびそこで、図１では認識不能な車
輪駆動軸と接続されるよう、配置されている。シャフト１１は、電気機械７から供給され
るトルクを、電気機械７の出力部から車輪駆動軸へ伝達する。従って車輪２は、個別に駆
動可能である。
【００３１】
　図１で示す直進位置においては、車輪においてステアリングアングルは調整されていな
い。トランスバースリンク４は、その初期位置でガイド軌道５の中央にある。電気機械７
は、電気機械７がトランスバースリンク４と接続しているため、同様にその初期位置でガ
イド軌道５の中央にある。トランスバースリンク４および電気機械７は、トランスバース
リンク４および電気機械７が、ガイド軌道５または旋回軌道９に沿って方向をそれること
が必要となるまで、この初期位置を保持する。これは、例えば９０度である特定の大きさ
のステアリングアングルが、車輪２において調整される必要がある場合に該当する。例え
ば４５度までの小さなステアリングアングルのためには、トランスバースリンク４および
電気機械７は、ガイド軌道５または旋回軌道９に沿って方向をそれる必要がない。
【００３２】
　図２は、図１の実施形態によるホイールサスペンション装置が、９０度のステアリング
アングルを有した場合の概略図である。図１と同じホイールサスペンション装置が示され
ている。図１と比較すると、車輪２は９０度のステアリングアングルを有する。車輪２で
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と共に、ガイド軌道５または旋回軌道９に沿って方向をそれている。トランスバースリン
ク４は、その滑り軸受１４により、ガイド軌道５に沿って、車輪２の車輪回転方向の反対
方向のシャーシ接続部６の方向にそれる。車輪２は、旋回軸１２を中心に旋回運動をする
。図１とは異なり、シャフト１１は、もはや車輪の回転軸１０上には配置されていない。
トランスバースリンク４および電気機械７は初期位置を離れているが、車輪２は個別に駆
動可能である。電気機械７がシャーシ側で支持されていることにより、ホイールサスペン
ション装置１のばね下重量は、電気機械７が車輪近傍に配置されている場合よりも低減さ
れる。さらに撓み角度の発生も、シャフト１１を図示されていない車輪駆動軸と同じ垂直
面に配置することで、異なる配置と比較して、容認可能な範囲にある。さらに、シャフト
１１の撓み角度も、電気機械７がトランスバースリンク４上に配置されてトランスバース
リンク４と接続されているために、許容範囲内に留まる。
【００３３】
　本明細書に記載の実施形態は、単に例示的に選択されたものである。例えば電気機械は
、トランスバースリンクに一体化可能である。例えば電気機械は、両トランスバースリン
ク支柱の間でトランスバースリンクの内部に配置可能でもある。さらに電気機械は、電気
機械自体の更なる円弧状のガイド軌道に沿って摺動可能であり、およびこのガイド軌道に
より、シャーシ側で支持されることが可能である。さらに、ホイールサスペンション装置
は変速装置段を備えることが可能である。変速装置段は、電気機械の出力部と接続される
が、電気機械とは分離され、およびホイールキャリア側で支持されている。さらに、ガイ
ド軌道または更なるガイド軌道は、本明細書中の記載とは異なる形態で形成可能である。
例えば、弓形を本明細書で示すよりも、大きくまたは小さくすることが可能である。さら
に、更なるガイド軌道はガイド軌道と異なるよう形成可能であり、例えばより大きい半径
を有するより大きい弓形、またはより小さい半径を有するより小さい弓形を、カバー可能
である。更なるガイド軌道は、ガイド軌道に対して間隔をおいて配置可能である。さらに
トランスバースリンクは、本明細書の記載とは異なる態様で形成可能であり、例えばガイ
ド軌道と接続するために、１つのみの軸受を備えることが可能である。さらにガイド軌道
は、１つまたは複数のシャーシ接続部を備えることが可能である。
【符号の説明】
【００３４】
１　ホイールサスペンション装置
２　車輪
３　ホイールキャリア
４　トランスバースリンク
５　ガイド軌道
６　シャーシ接続部
７　電気機械
８　リム
９　旋回軌道
１０　回転軸
１１　シャフト
１２　旋回軸
１３　スイベルジョイント
１４　滑り軸受
１５　貫通開口
１６　車体側端部
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